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〇
経
済
産
業
省
告
示
第

号

生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第

号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
者
の
先
端
設

備
等
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
（
平
成

年

月

日
）

か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年

月

日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

中
小
企
業
者
の
先
端
設
備
等
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
指
針

生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
指
針
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

第
一

先
端
設
備
等
の
導
入
の
促
進
の
目
標
の
設
定
に
関
す
る
事
項

１

先
端
設
備
等
の
導
入
の
促
進
の
目
標

先
端
設
備
等
の
導
入
の
促
進
の
目
標
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
自
ら
の

地
域
の
人
口
構
造
、
産
業
構
造
及
び
中
小
企
業
者
の
実
態
等
を
分
析
し
た
上
で
、
先
端
設
備
等
の
導
入
の
目
標
と
と
も
に

、
如
何
に
市
町
村
内
の
生
産
性
の
向
上
を
図
る
の
か
の
概
略
を
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

経
営
指
標
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先
端
設
備
等
導
入
の
目
的
は
中
小
企
業
者
の
生
産
性
向
上
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
市
町
村
が
先
端
設
備
等
導
入
計
画
を

認
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
生
産
性
の
向
上
を
判
断
基
準
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
労
働
生
産
性
に
つ
い
て

は
、
目
標
伸
び
率
は
年
平
均
三
％
以
上
と
し
、
五
年
間
の
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
場
合
、
計
画
期
間
で
あ
る
五
年
後
ま

で
の
労
働
生
産
性
向
上
の
目
標
伸
び
率
は
十
五
％
以
上
、
計
画
期
間
が
三
年
間
の
場
合
は
九
％
以
上
の
目
標
伸
び
率
、
四

年
間
の
場
合
は
十
二
％
以
上
の
目
標
伸
び
率
を
設
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
市
町
村
に
お
い
て
、
当
該
目
標
伸
び
率
よ
り
も

高
い
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
は
可
能
と
す
る
。

広
域
連
携
等
も
含
め
た
地
域
の
中
核
的
な
企
業
を
中
心
と
し
た
取
組
に
係
る
申
請
そ
の
他
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
申
請
に

つ
い
て
は
、
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
の
指
標
又
は
参
加
者
個
々
の
指
標
の
い
ず
れ
で
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
。

注
）
労
働
生
産
性
と
は
、
営
業
利
益
、
人
件
費
及
び
減
価
償
却
費
の
合
計
を
、
労
働
投
入
量
（
労
働
者
数
又
は
労
働

者
数
×
一
人
当
た
り
年
間
就
業
時
間
）
で
除
し
た
も
の
と
す
る
。

第
二

先
端
設
備
等
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

１

先
端
設
備
等
の
種
類
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中
小
企
業
者
に
よ
る
幅
広
い
取
組
を
促
す
た
め
、
市
町
村
は
、
導
入
を
促
進
す
る
先
端
設
備
等
の
種
類
に
つ
い
て
、
先

端
設
備
等
の
種
類
の
全
て
を
設
定
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
ま
た
、
地
域
の
状
況
、
特
色
等
に
鑑
み
、
先
端
設
備
等
の

種
類
を
限
定
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
な
お
、
市
町
村
は
、
先
端
設
備
等
の
種
類
を
限
定
す
る
場
合
に
は
、
導
入
促
進

基
本
計
画
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

２

先
端
設
備
等
の
導
入
の
促
進
の
内
容
に
関
す
る
事
項

中
小
企
業
者
に
よ
る
幅
広
い
取
組
を
促
す
た
め
、
市
町
村
が
導
入
を
促
進
す
る
先
端
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
内

に
お
け
る
全
て
の
地
域
、
業
種
及
び
事
業
等
を
対
象
と
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
ま
た
、
市
町
村
が
地
域
の
状
況
、
特

色
等
に
鑑
み
、
地
域
、
業
種
及
び
事
業
等
を
限
定
し
、
重
点
的
に
支
援
す
る
分
野
を
定
め
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
な
お

、
市
町
村
が
重
点
的
に
支
援
す
る
分
野
を
定
め
る
場
合
に
は
、
導
入
促
進
基
本
計
画
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
を
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。

ま
た
、
中
小
企
業
者
に
お
け
る
取
組
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
枠
を
超
え
、
海
外
市
場
等
を
見
据
え
た
連
携
そ
の
他
の

多
様
な
事
業
活
動
に
つ
い
て
も
含
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

導
入
促
進
基
本
計
画
の
期
間
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導
入
促
進
基
本
計
画
の
期
間
は
、
原
則
三
年
間
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
が
、
地
域
の
状
況
、
特
色
等

に
鑑
み
、
三
年
間
よ
り
短
い
期
間
と
す
る
こ
と
は
可
能
と
す
る
。
な
お
、
市
町
村
が
三
年
間
よ
り
短
い
期
間
と
す
る
場
合

に
は
、
導
入
促
進
基
本
計
画
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

４

先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
期
間

先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
期
間
は
三
年
間
、
四
年
間
又
は
五
年
間
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
三

そ
の
他
先
端
設
備
等
の
導
入
の
促
進
に
際
し
配
慮
す
べ
き
事
項

１

地
域
の
特
性
の
活
用

市
町
村
は
、
自
ら
の
地
域
の
状
況
、
特
色
等
を
踏
ま
え
、
独
自
に
配
慮
す
る
べ
き
事
項
を
記
載
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

雇
用
へ
の
配
慮

市
町
村
は
、
人
員
削
減
を
目
的
と
し
た
取
組
を
計
画
認
定
の
対
象
と
し
な
い
、
設
備
導
入
に
伴
う
人
員
増
が
労
働
生
産

性
の
評
価
に
当
た
っ
て
不
利
に
な
ら
な
い
等
、
雇
用
の
安
定
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

３

認
定
等
に
対
す
る
配
慮

国
及
び
市
町
村
は
、
中
小
企
業
者
の
認
定
の
予
見
可
能
性
を
高
め
る
た
め
、
市
町
村
に
よ
る
認
定
判
断
に
当
た
っ
て
の
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客
観
的
な
基
準
及
び
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
作
成
に
資
す
る
資
料
等
に
つ
い
て
公
表
す
る
。

市
町
村
は
、
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
導
入
促
進
指
針
及
び
同
意
導
入
促
進
基
本
計
画
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
に
追
加
の
書
類
の
提
出
そ
の
他
必
要
な
手
段
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
小
規
模
企
業
者
を
含
め

た
中
小
企
業
者
に
対
す
る
過
度
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
市
町
村
が
、
認
定
そ
の
他
の

手
続
に
関
し
、
法
令
の
範
囲
内
に
お
い
て
自
ら
簡
素
化
・
合
理
化
を
図
る
こ
と
は
可
能
と
す
る
。

４

中
小
企
業
者
に
対
す
る
施
策
の
総
合
的
推
進

国
及
び
市
町
村
は
、
先
端
設
備
等
導
入
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
中
小
企
業
者
に
対
し
、
当
該
中
小
企
業
者
の
行
う
事
業

に
関
す
る
経
営
方
法
又
は
技
術
に
関
す
る
助
言
、
研
修
又
は
情
報
提
供
、
人
材
の
育
成
又
は
確
保
そ
の
他
必
要
な
施
策
を

総
合
的
に
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５

計
画
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
の
調
査

国
及
び
市
町
村
は
、
導
入
促
進
基
本
計
画
及
び
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
進
捗
状
況
を
調
査
し
、
把
握
す
る
。
ま
た
、

市
町
村
は
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
進
捗
状
況
を
定
期
的
に
把
握
し
、
中
小
企
業
者
の
行
っ
た
自
己
評
価
の
実
施
状
況
を

把
握
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。


